
国立大学法人東京医科歯科大学給与調整一時金の 

支給に関する規則 

 

平成２７年３月３１日 

規 則 第 ９ ７ 号 

 

  （目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学役員給与規則の一部を改正する規則

（平成２７年規則第９４号）附則第２項、国立大学法人東京医科歯科大学職員給与規則

（平成１６年規則第３６号。以下「職員給与規則」という。）第３５条及び国立大学法人

東京医科歯科大学再任用職員就業規則の一部を改正する規則（平成２７年 月 日規則

第 号）附則第２項の規定に基づき、給与調整一時金の支給に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

  （給与調整一時金） 

第２条 平成２７年１月１日において本学に在籍する常勤の役職員及び再任用職員に対し、

平成２６年度における給与支給額の調整のため、給与調整一時金を支給する。 

 

  （支給額） 

第３条 給与調整一時金の支給額は、本条第２号により計算される金額から、本条第１号に

より計算される金額を差し引いた差額とし、その金額が０円未満となるときには、０円

とする。 

（１） 平成２６年４月１日から平成２６年１２月３１日までの期間に支給された給与

のうち、平成２６年度に係る給与の額。 

（２） 職員の区分に応じ以下に定める金額。 

ア 常勤役員 

国立大学法人東京医科歯科大学役員給与規則の一部を改正する規則（平成２

７年 月 日規則第 号）及び同規則の規定により準用する国立大学法人東京

医科歯科大学職員給与規則の一部を改正する規則（平成２７年 月 日規則第 

号。以下「改正給与規則」という。）の適用が平成２６年４月１日に遡ったと仮

定した場合の、平成２６年４月１日から平成２６年１２月３１日までの期間に

支給された給与のうち、平成２６年度に係る給与の額。ただし、期末特別手当

の額の計算にあたっては、平成２６年６月期期末特別手当については平成２６

年６月期賞与支給日（以下「６月賞与支給日」という。）時点の規定に基づく支



給率が適用されたものとして計算される額とし、平成２６年１２月期期末特別

手当については、６月賞与支給日時点の国立大学法人東京医科歯科大学役員給

与規則第８条第２項中「１００分の１５５」とあるのは「１００分の１７０」

と読み替えて計算した額とする。 

イ 一般職員本給表（一）、一般職員本給表（二）、教育職員本給表（一）、医療職員

本給表（一）及び医療職員本給表（二）の適用を受ける常勤職員 

改正給与規則の適用が平成２６年４月１日に遡ったと仮定した場合の、平成

２６年４月１日から平成２６年１２月３１日までの期間に支給された給与のう

ち、平成２６年度に係る給与の額。ただし、勤勉手当の額の計算にあたっては、

平成２６年６月期期末手当については６月賞与支給日時点の規定に基づく成績

率が適用されたものとして計算される額とし、平成２６年１２月期期末手当に

ついては、成績区分に応じ別表の成績率が適用されたものとして計算した額と

する。 

ウ 再任用職員 

国立大学法人東京医科歯科大学再任用職員就業規則の一部を改正する規則

（平成 年 月 日規則第 号）及び同規則の規定により準用する改正給与規

則の適用が平成２６年４月１日に遡ったと仮定した場合の、平成２６年４月１

日から平成２６年１２月３１日までの期間に支給された給与のうち、平成２６

年度に係る給与の額。ただし、勤勉手当の額の計算にあたっては、平成２６年

６月期期末手当については６月賞与支給日時点の規定に基づく成績率が適用さ

れたものとして計算される額とし、平成２６年１２月期期末手当については、

６月賞与支給日時点の国立大学法人東京医科歯科大学再任用職員就業規則第１

９条及び第２０条中「０．３２５月分（特定管理職員においては、０．４２５

月分）」とあるのは「０．４２５月分（特定管理職員においては、０．５２５月

分）」と読み替えて計算した額とする。 

 

（端数処理） 

第４条 前条の規定により支給額を算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（支給日） 

第５条 給与調整一時金は、平成２７年１月における本給の支給定日に支給する。 

 

 附 則 

この規則は平成２７年３月３１日より施行し、平成２７年１月１日より適用する。 

 



別表１ 

区  分 特定管理職員 特定管理職員以外の職員 

極めて優秀な者 ２１５／１００以下 １７５／１００以下 

特に優秀な者 １４６．５／１００ １２０．５／１００ 

優秀な者 １１８／１００ ９２．５／１００ 

良好な者 ９９．５／１００ ７９．５／１００ 

成績不良な者等 ７９．５／１００ ５９．５／１００ 

矯正措置を受

けた者 

厳重注意

（文書） 
７２．５／１００ ５５／１００ 

懲戒処分を受

けた者 

戒告 ６５／１００ ５０／１００ 

減給 ４６．５／１００以下 ４１．５／１００以下 

停職 ２９／１００以下 ３２．５／１００以下 

 


